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【研究報告】

タイムスタディによる看護業務量調査

A time study of the actual status of nursing workload in university hospital
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要　　旨

【目的】タイムスタディによる看護行為量観測法を用いて、A 大学病院における看護行為内容と看護行為量の実態を明らかにする。
【方法】研究対象者は、Ａ大学病院の 11 病棟に所属する 350 名の看護師（管理職を除く）とし、看護師経験が 2 年目以上の
者とした。調査期間は 1 週間で、研究参加への同意が得られた看護師が始業から終業までの業務内容と一連の看護行為に要し
た累積時間を 5 分単位で調査票に自形式にて記入した。データ分析には Excel version 2010 を用いて単純集計を行った。

【結果】研究参加への同意が得られた看護師は 168 名で、延 664 勤務数の調査票のうち、有効な日勤のデータ数は延 362 勤務、
夜勤データ数は延 155 勤務であった。有効回答数は延 517 勤務であった。日勤帯の看護行為量ピークは午前と午後それぞれに
あり、夜勤帯の看護行為量ピークは、19 時から 21 時と翌朝 6 時だった。看護行為量の上位は「看護師間の報告・連絡・申し送り」

「記録」「看護職員の指導」「身体の清潔」「観察」「測定」だった。看護補助者と協働可能な看護行為内容として、「身体の清潔」
「安楽」「排泄の世話」などが抽出された。
【考察】Ａ大学病院において看護行為量が集中する時間帯や実践されている看護行為、その量が明らかになった。その中から、
看護行為が集中する時間帯の看護行為の中には、看護補助者と協働可能な行為があることがわかった。今後は、看護補助者へ
の教育や訓練を確立しながら、看護師と看護補助者とで協働可能な看護行為についてさらに検討していくことが課題である。
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Ⅰ．はじめに

　急速に高度化する医療の現場においては、医療提供
体制の効率化が図られ、在院日数の短縮化や Diagnosis 
Procedure Combination（診断群分類別包括制度；以下、
DPC とする）の導入などが進んでいる。看護の現場では
在院日数の短縮化により、短期的に業務量が集中して増

大するなど、看護職の勤務環境に多大な影響をもたらし
ている。日本看護協会は、看護職の厳しい勤務環境の要
因について、①患者の重症化・医療の高度化に伴う高度で複
雑な治療、②患者の高齢化・認知症患者の増加によるケア
時間の増大、③平均在院日数の短縮化による入退院の多さ
と煩雑さを挙げており、これらが看護業務に過酷さと大
きな負担をもたらしていることを指摘している 1）。つまり、
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医療の高度化や効率化が進む一方で患者へのケアは多様
化、複雑化し、一人の看護師に課せられる看護業務量（以
下、看護行為量とする）が増大している。このような状
況で看護師は、夜勤や時間外勤務などを含む長時間勤務
を行わざるを得ない。
　日本看護協会は、「看護職の夜勤・交代制勤務に関する
ガイドライン」を制定し、患者の安全と健康を守るため
には、看護職自身の心身の健康保持増進に努めることが
大切であり、看護業務を見直して負担の少ない勤務環境
を整えることが重要であると述べている 2）。さらに、藤井
は、業務改善や看護要員の算定、適正配置を行うために、
看護行為量の実態を把握する必要性を述べている 3）。他の
先行研究でも、現状の看護業務の傾向や変化をデータ化
する重要性 4）や、業務量調査が看護の質向上を目指した
効率的な業務改善や業務整理につながること 5）が指摘さ
れている。
　A 大学病院においては、これまで臨床現場で実際に行
われている看護行為の内容や看護行為量に関するデータ
の蓄積はない。そこで、それらの実態を明らかにするこ
とにより、看護行為の時間帯の検討や看護補助者との協
働など、看護師にとって心身の健康負担を考慮した勤務
環境を整えるための基礎資料を得たいと考えた。

Ⅱ．研究目的

　タイムスタディによる看護行為量観測法を用いて、A
大学病院における看護行為内容と看護行為量の実態を明
らかにする。

Ⅲ．用語の操作的定義

　本研究において、看護行為とは、日本看護協会の看護
業務区分表の看護行為分類Ⅰ、Ⅱにある看護業務を指す 6）。

Ⅳ．研究方法

1．研究デザイン

　本研究では、タイムスタディによる看護行為量観測法
を用いた。石井らの研究によると、タイムスタディとは、
どのような業務行為に、どれだけの時間が費やされてい
るのかを定量的に調査する方法であり信頼性が高いと言
われている 7）。先行研究では、看護師が担当患者へ費やす
業務時間を測定することを目的にタイムスタディを用い
た研究 4）や、看護業務の実態調査 5） 8）、システム変更前後
の評価 9）など、多数の調査が実施されている。タイムス

タディにおける測定方法としては、清水らが報告してい
る他計式（測定者が対象者を追跡し、行為内容と時間を
連続的に記録する方法）と、自計式（対象者自らが自己
申告により連続的に業務を記録する方法）の 2 種類があ
る 10）。他計式は、①調査者に観察されることによる対象
者の心理的負担、②測定者のトレーニング、③ケアを受
ける患者・家族への説明など、調査に対する負担が多い
10）。一方、自計式は、本人の主観に頼る部分が多いという
性質がある。今回の調査では、観察される対象者の心理
的負担の軽減や患者・家族への倫理的配慮から、タイム
スタディの測定方法として自計式を採用した。
2．調査施設の概要

　A 大学病院は、首都圏にあり約 430 の病床を有し、二
次救急を扱う急性期病院である。研究・教育機関として
の役割を担い、最新の医療が受けられる病院として近隣
住民からの期待が大きく、求められる医療水準は高い。
電子カルテや DPC を導入し、7 対 1 入院基本料、25 対１
急性期看護補助者体制加算、病棟薬剤業務実施加算の施
設基準を取得している。2010 年 4 月に DPC が導入され、
2012 年度の平均病床稼働率は 89.1% であり、平均在院日
数は 13 日であった。今回の調査を始めた 2013 年度の平
均病床稼働率は 86.8％、平均在院日数約 11 日、手術件数
は年間約5,000件（緊急手術10％未満）である。勤務形態は、
変則二交替であり、基本的な勤務時間は日勤 8 時～ 16 時
30 分、夜勤 16 時～翌日 8 時 30 分である。病棟の日課は、
起床 6 時、食事時間 8 時、12 時、18 時で、消灯 21 時である。
検査や治療は予約以外の実施も多い。病棟薬剤師が配置
されており、退院の服薬指導や入院患者の持参薬確認な
どを行っている。
3．研究対象者および調査期間

　研究対象者は、A 大学病院の 11 病棟に所属する 350 名
の看護師（管理職除く）とし、看護師経験が 2 年目以上
の者とした。調査期間は2014年5月19日～5月25日であっ
た。
4．データ収集方法

1）測定項目　
　測定項目には、日本看護協会の看護業務区分表 6）の看
護行為分類Ⅰの 36 項目を使用し、研究者らで独自の調査
票を作成した（表 1）。調査票は、看護師の始業から終業
までの業務内容および一連の看護行為に要した累積時間
を 5 分単位で記入する形式をとった。縦軸は 36 項目の看
護行為、横軸は時間を示し、勤務帯（日勤、夜勤）別の
看護行為量を測定した。実用可能性を高めるため、ラン



東邦看護学会誌　第 13 号　2016　  17

ダム抽出した 1 病棟で同意の得られた日勤帯および夜勤
帯の看護師延 13 名に調査票を使用してもらい、プレテス
トを実施し修正を行った。
2）測定方法

（1）調査票の記載：1 マス 5 分単位の調査票に、対象者が
始業から終業までに実施した全ての看護行為と重複して
行った行為にレ点をつけてもらった。可能な限り、看護
行為終了時にその都度記載をしてもらった。

（2）調査票の回収：調査票は、各病棟に回収ボックスを
設置し、1 週間の留め置き法にて回収を行った。
5．データ分析方法

　データ分析には、Excel version 2010 を用いて、看護行

為に要した累積時間を看護行為分類Ⅰの 36 項目別に単純
集計を行った。
6．倫理的配慮

　A 大学病院の倫理審査委員会の承認を受けた（橋承 13-
84）。対象者には、調査内容や調査の目的を管理職ではない共
同研究の看護師が口頭と書面にて説明し、さらにいつでも研究
参加を辞退できることを説明し、全員に同意撤回書を配布した。
研究説明書には、得られたデータは研究目的以外に使用せず、
研究者が責任を持ち厳重に保管し、対象者の個人情報が特
定されないように記号化して取り扱う、研究参加を辞退しても何
ら不利益にならない、本研究で収集されたデータは、研究終
了後に破棄することを明記した。看護師が業務中にベッドサイ

表 1　調査票
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ドや病室内で調査票を記入する場面が生じる可能性があるた
め、入院中の患者・家族には、調査に関する説明文書を病棟
に掲示した。対象である看護師の受け持ち患者には、個々に
文書を配布し説明を行った。

Ⅴ．結果

　11 病棟（成人・小児・ICU）の研究対象者 350 名中、
同意が得られたのは 168 名であった。回答のあった延 664
勤務数の調査票のうち、有効な日勤データ数は延 362 勤
務であり、有効な夜勤データ数は、延 155 勤務であった。
調査開始月日の記載がないもの等は無効回答とし、途中
で同意撤回されたものも除外した結果、有効回答数は延
517 勤務であった（有効回答率 77.8％）。
1．日勤帯の看護行為量（図 1）　

　看護行為は、始業時間の 1 時間前より始まり8 時まではほ

ぼ「看護師間の報告・連絡・申し送り」が占めた。8 時か
らは、多少の増減を繰り返しながら 9 時前後と 10 時前後
に看護行為量のピークがあり、多く行われていた看護行
為は、9 時前後は「与薬」、「身体の清潔」、「診療・治療の
介助」、10 時前後は、「身体の清潔」、「診療・治療の介助」、

「観察」であった。11 時頃より患者の食事時間となる 12
時までは、看護行為量が減少し、12 時を境に再び増加した。
13 時以降の看護行為は、多少の増減を繰り返しながら 14
時、15 時、16 時に再びピークとなり、14 時前後は、「測定」、

「観察」、「記録」、15 時前後は「記録」、「看護職員の指導」、「診
療・治療の介助」であった。16 時以降は、看護行為量の
多い状態が続きながらも緩やかに減少した。午前中は「身
体の清潔」、午後は「記録」の看護行為が集中していた。
2．夜勤帯の看護行為量（図 2）　

夜勤帯の看護行為は、始業時間の 1 時間前より始まり 16

図 1　時刻と看護行為数の推移（日勤）

図 2　時刻と看護行為数の推移（夜勤）
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時過ぎに一度ピークがあった。その後、18 時から 19 時の
患者の食事時間を挟んで、増減を繰り返しながら 19 時か
ら 21 時頃まで看護行為量の多い状態が続いた。その看護
行為は、19 時頃は、「測定」、「観察」、「ナースコール」、
20 時から 21 時頃には「安楽」が加わり、翌朝 6 時では、
再び「測定」、「観察」、「ナースコール」となった。22 時
から翌朝 5 時までの看護行為量は減少したが、翌朝 6 時
には、急激に増加し看護行為量のピークとなり、終業時
間の 8 時 30 分までその状態が続いた。その後は、緩やか
に減少しながらも、看護行為は 11 時頃まで続いていた。
3．日勤帯・夜勤帯の看護行為量（図 3・4）　

　日勤帯で看護行為量が多い項目は、上位から順に、「看
護師間の報告・連絡・申し送り」、「記録」、「看護職員の
指導」、「身体の清潔」、「観察」であり、「測定」、「診療・
治療の介助」、「ナースコール」などは下位に位置していた。
また、夜勤帯で最も看護行為量の多い項目は「記録」で
あり、次に「看護師間の報告・連絡・申し送り」、「観察」、

「測定」、「ナースコール」、「安楽」であり、続いて、「排泄」
や「食事の世話」であった。

4．看護補助者との協働可能な看護行為

　今回調査した看護行為のうち、看護補助者との協働可
能な看護行為を検討した。協働可能な看護行為は、日本
看護協会が 2012 年に報告した「急性期医療における看護
職と看護補助者の役割分担と連携に関する基本的な考え
方」11）に照らし、「身体の清潔」、「入退院の世話」、「食事
の世話」、「患者の輸送」、「排泄の世話」、「安楽」、「病室
内の環境整備」、「メッセンジャー業務」の 8 項目が抽出
された。

Ⅵ．考察　

1．日勤帯・夜勤帯の看護行為内容と看護行為量

　本研究の結果から、A 大学病院における看護行為内容
と看護行為量、看護行為が集中する時間帯とその時間帯
に実施されている看護行為が明らかとなった。日勤帯の
看護行為が集中する時間帯に共通する看護行為は、「身体
の清潔」、「診療・治療の介助」であり、午後は「記録」
であった。その中でも「身体の清潔」と「記録」の看護
行為は、日勤帯で看護行為量の多い上位項目に含まれて

図 3　日勤帯の看護行為量（看護行為別）
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いた。三村らの調査結果によれば、看護業務量の中で最
も多かったのは、患者の世話（主な内容は、清潔・排泄
ケア、観察などを含む）であり、次いで報告・連絡・情
報収集、診療介助、記録であった 8）。同様に、小峰らの報
告でも、看護業務量の中で多くの時間を占めていた項目
として記録や清潔ケアが挙げられていた 12）。今回の調査
結果は、これらの先行研究と類似する結果であることか
ら、A 大学病院における看護行為量は、他の病院と大き
く異なるものではないと考えられる。次に、看護行為と
その行為量および実施時間帯をみると、それらは患者の
状態や病棟の日課に影響を受け、変動すると考えられた。
なぜならば、日勤帯の看護行為の中で「身体の清潔」が、
午前中の看護行為量のピーク時間帯に集中していること
から、この時間帯に病棟の日課として身体の清潔ケアが
組み込まれていることが予想される。江刺らは、看護行
為を時系列で調査した結果を報告しているが、9 時から

10 時の時間帯に清拭の業務が多かったと述べている 13）こ
とからも、「身体の清潔」という看護行為が一定の時間に
実施されることが多い看護行為であることが考えられる。
また、夜勤帯の看護行為が集中する時間帯に共通する看
護行為について検討した結果、本研究においては、「測定」、

「観察」、「ナースコール」が抽出され、夜勤帯で看護行為
量の多い上位項目に含まれていた。さらに、20 時から 21
時の時間帯は、「安楽」の看護行為量が増加していたが、
これは病棟の消灯時間に影響を受け、看護師が患者の就
寝準備を実施したことが理由ではないかと思われる。こ
れらのことから、看護行為のうち、日勤帯では、「身体の
清潔」と「記録」が、夜勤帯では、「測定」、「観察」、「ナー
スコール」、「安楽」が、看護行為量のピークを招く要因
となり、かつ看護師の行為量の中でも多くの時間を費や
すことに影響する要因になっていたことが考えられる。
谷田部らの看護業務量調査では、記録、測定、観察が業

図 4　夜勤帯の看護行為量（看護行為別）
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務量の上位を占め、患者を観察し測定し記録に残すとい
う一連の流れに時間が費やされていたことが報告されて
おり 14）、江刺らの調査結果によれば、看護行為量のうち、
記録の業務がどの時間帯でも多かったという 13）。今回の
調査では、看護行為のうち、「記録」が午後の看護行為量
のピーク時間帯に集中し、この時間帯には、「測定」、「観
察」といった看護行為も多いという結果であった。また、
夜勤帯の看護行為に関しては、消灯時間前に実施される
就寝準備に必要な「安楽」や、患者がほぼ一斉に起きる
であろう起床時間の「ナースコール」が看護行為量のピー
ク時間帯に多く実施されていた。多重課題や業務中断の
実態を明らかにした関らは、看護師の人手が少ない時間
や患者の日常生活行動が一斉に行われる時間帯にこれら
の看護行為量が増加すると報告している 15）。以上のこと
から、これらの看護行為は、病棟の日課である消灯時間
と起床時間の影響を受けており、看護行為量の増加に影
響しているものと考えられる。
2．看護補助者との協働

　ここでは、看護補助者との協働可能な看護行為を今回
の調査結果の中でも看護行為量の多かった看護行為を中
心に考える。
　医療の高度化や複雑化に伴う医療現場の疲弊が指摘さ
れている中、根本的な医療の在り方、「チーム医療」の大
切さが叫ばれ、中でも看護師と看護補助者が協働する取
り組みが急ピッチで進められている 16）。本研究の結果か
ら、看護師が実施している看護行為内容のうち看護補助
者と協働可能な看護行為として抽出された 8 項目は、看
護師の勤務環境調整を検討する際に注目すべき項目とい
える。徳田らは、看護師が看護補助者と協働することで、
患者のニーズに対してタイムリーに対応でき、また看護
師にしかできない専門的な看護を、時間に余裕を持ってで
きると述べている 17）。谷田部らは、①記録、②ナースコー
ルの初回対応、③電話応対、④患者の案内、⑤入退院の
準備の 5 つの業務を看護師から看護補助者に移譲した結
果、スタッフ全員の業務の負担が軽減したと報告してい
る 14）。さらに、久米によれば、看護補助者にも夜勤を導
入したことによって、病棟の特殊性に合わせた勤務シフ
トが組めるようになり、看護師の勤務人数が少ない時間
帯でも、看護師が専門的ケアに必要とする時間を確保で
きるようになったという 18）。これらの先行文献からもわ
かるように、看護補助者と協働する利点は、看護師が専
門的ケアに専念でき、かつタイムリーに患者のニ−ズに
対応できることであると考える。

　また、今回看護補助者と協働可能な看護行為内容とし
て抽出した 8 項目中 3 項目（「身体の清潔」、「安楽」、「排
泄の世話」）が、看護行為の集中する時間帯に実施されて
いる看護行為であった。これらの看護行為は、患者が療
養生活を送る上で必要かつ時間を要する看護行為であり、
これらの看護行為を看護補助者と協働して実施すること
は、看護師の時間的余裕を生み出し、ゆとりをもった業
務の実施につながると考える。看護行為に関しては、業
務の集中する時間帯の患者のニーズを把握しながら、引
き続き看護補助者との協働可能な内容を検討していく必
要がある。また、看護補助者と協働するものや、看護補
助者のみで実施できるものについては、患者の安全・安
楽を重要視しながら、看護補助者への教育や訓練を取り
入れていくことが課題である。つまり、看護補助者との
協働は、看護師が専門性を発揮したケアに専念できる可
能性を持っており、かつ患者の療養生活を支援する大き
な力になりうると考えられる。

Ⅶ．結論

1．A 大学病院において看護行為量が集中する時間帯や実
践されている看護行為、その量が明らかになった。
2．看護行為が集中する時間帯の看護行為の中には、看護
補助者と協働可能な行為があることが分かった。
3．看護師の看護業務量の軽減のために協働可能な看護行
為について検討し、実際に導入する際には、看護補助者
への教育や訓練を確立していく必要が示唆された。
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